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重要文化財（建造物）の指定について 

 

国の文化審議会（会長 島谷
しまたに

 弘幸
ひろゆき

）は、重要文化財（建造物）の指定について、５月

１６日（金）に文部科学大臣に答申する予定です。そのうち、本市では下記の物件が該当

しますので、お知らせします。 
 

記 
１ 重要文化財（建造物）の名称等 

 

種別 名称 員数 所在地 所有者 

建造物 

建中寺
けんちゅうじ

本堂
ほんどう

 １棟 

名古屋市東区 宗教法人建中寺
けんちゅうじ

 
建中寺
けんちゅうじ

徳川家
とくがわけ

御霊屋
ご れ い や

 

本
ほん

殿
でん

・合間
あいのま

・経
きょう

殿
でん

、 
唐門
からもん

、透
すき

塀
べい

 

３棟 

                                                                         

２ 重要文化財（建造物）の概要 

  別添、重要文化財（建造物）の概要参照 

 

３ その他 

  今回重要文化財の指定答申がされる文化財は、官報告示を経て指定されます。官報告示後、

名古屋市内の重要文化財（建造物）の件数は１５件となる予定です。 

 


